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矢ヶ﨑克馬

福島原発事故の実相⑤ 2011年以降の死亡者の異常増加

原発事故9周年に際して事故に関する情報を勝手に差し上げています。

今回、通信80号で、「事故以降の死亡者の異常な増加」についてご報告します。

ちなみに通信77号に関して発表した緊急声明に対して698名（昨日17時現在、今朝9時段階

では723名）の多くの方からご賛同をいただきました。特に発表賛同者になっていただい

た山田さん、渡辺さんはじめ、多くの方にご協力と懇切なご指導をいただきました。

全ての皆様に厚く御礼申し上げます。

昨夜（3月11日）各政党に下記のタイトルで要請を行いました。

要請は3月9日午前中の初度要請と19日の中間要請をも行っています。

要請

「新型インフルエンザ等対策特措法」改定の審議が進んでいます。私たちは安倍首相が、

事実に忠実でなく、科学的知見に依拠せず、適正な手順も踏まえず、説明責任も果たさな

いまま人権を制約する執政を行ってきたことから「非常事態宣言」の権限を安倍首相が持

つことを日本の民主主義の危機を深める恐れがあると思料します。

私たちは、「非常事態宣言」の権限を安倍内閣総理大臣に与える「新型インフルエンザ等

対策特措法」改定に反対します。

緊急声明を発表し698名の賛同者を得ました。

「新型インフルエンザ等対策特措法」の改定をしないよう、ご尽力くださることを要請い

たします。

「2011年以降の死亡者の異常増加」については添付ファイルをご覧ください。



9周年シリーズ⑤ 

 日本人口激減についてー厚労省人口動態調査２２）データを分析 

①総人口激減の要因は自然増減（出生数から死亡数を引いたもの）と 2011年以降は異常な死亡増加・異常

な出生減少に、社会増減（外国人の日本在留と日本人の海外在留の差）が加わったものである。これら

を定量的に把握した。 

② 小子高齢化の傾向は２０１０年以前の年次変移が直線で近似でき、2011年～2017年の 7年間で直線近

似からはみ出す死亡の異常増加の総増加数は約 27.6万人、出生数の異常な減少の総数は 27.1 万人が

得られた。 

③多種の疾病の異常死亡増加や患者数の増加などから、非常に強い蓋然性をもって、放射能被曝、特に内

部被曝が死亡の異常増加と出生の異常原因であると推察される。 

④ 福島県の死亡率増加は極めて深刻でありかつ死亡者の異常増加は全国規模で確認された。 

 

§1 日本の総人口の年次推移を自然増減と社会増減に分解する 

（1）日本全人口 

図 13 2003年以降の日本の人口２２）（赤）、自然

増減を積算したもの（黒）、および社会増減数

（緑）。自然増減の積算値（黒）と社会増減数

（緑）を合わせたものが総人口（赤）である。 

 

自然増減のグラフは厚労省により図 14に示され

るように 2005 年付近で正から負に変わり、2011

年で図負の値を急激に大きくしている。これを数

値積分して図 13では黒線で示される自然増減の

人口を得ている。 

 

なお、定数値は 2017年の社会増減の値と整合させている。社会増減の人口は 2010年まではかなりの増

加を示しているが、2011年以降増加の勾配が急に少なくなっている（図 13）。 

2011年以前は少子高齢化による人口減少より社会増減による増加が上回り、以降は死亡数の異常な増加

（図１5，１6）と出生数異常減少（図１7）が加わり、2010年を境界として急減したのである。 

 

ちなみに図 13で現れる 2011 年以降の急激な変

化はしばしば原発事故の影響による人口減少と

誤解されるがそうではない。本レポートで

2011 年以降の死亡者の異常増加と出生数の異

常減少を合算して示せば、左図（図 18）の緑

色部分となり、この部分が地震／津波（直接的

犠牲者は 1万 5千人）および原発事故の影響と

見なせる量である。2017年までで 57万人に及

ぶ。もし原発事故がなかったら人口減少が緑色

部分だけ緩和された可能性があるのである。 

日本では、これだけの被害が「健康被害は一切

ありません」で済まされてしまっている。 



 

図 14 人口増減 特徴は 2005 年で正から負へ転じ、2011 年で

負の値が不連続的に大きくなっている。 

 

§2 自然増減の解析１ 

自然増減は出生数から死亡数を差し引いたものである。 

2011年以降の異常増加をそれ以前の年次推移を直線近似す

ることにより定量する事を目的とした。統計の最終年度で

ある 2017年に至る 30年間を対象にし、３０年のうちの前

側２０年を比較の対照区間とし、後側２０年を分析対象区

間とした。 

 

（１） 死亡数の異常増加 

 

 

   A     B 

図１５ （A）1947年以降の死亡者の年次変移、（ｂ）死亡数の 1988 年以降 30年間の年次推移。（A）戦後

の死亡者の年次変移は 3つの区間に大分けできる。1960 年以前の激減時代、1960年～1980年のほぼ一定

時代。1995年以降のほぼ直線的増加時代。（B）2011 年以降、系統的な異常増加が直視的に認められる。 

 

2011年以降の異常増加をそれ以前の年次推移を直線近似することにより定量する事を目的とした。統計の

最終年度である 2017年に至る 30年間を対象にし、３０年のうちの前側２０年を比較の対照区間とし、後

側２０年を分析対象区間とした。 

それぞれの２０年間では区間はじめから１３年間を直線近似区間とし、残りの７年間を直線からのずれを

見いだす検討対象区間とした。この設定は２０１１年以降の変化を露わにしたいという目的意識が働いて

いる。 

前側の対照区間では１９８８年から２０００年までの１３年間を直線近似区間として２００１年から２

００７年までを検討区間（直線からのずれの総計算定区間）とした。その結果２００１年から２００７年

までの７年間の直線近似からの増加量は総計 1.4万人であった。 

後側期間では、1998年～2010年までの 13年間を基盤的直線と見做して 2011 年～2017 年までの異常増加

を評価した。その結果は２７万６千人であった。 

前側の数値解析では、直線近似よりわずかながら下に凸の形をしており、直線近似の直線の勾配は両期

間で比較すると後ろ側の勾配が大きくなることを裏付けている。２０１１年以降の異常を検討するには直

線近似区間をあまり大きくしない方が良いことを示している。 



２０１１～２０１７年の区間で検討対象区間としている７年間の積分値は対照区間の約 20倍の値であ

り、2011年以降の増加が異常であることを示すものである。かつ、全体の傾向がわずかに上向きの傾向が

ある事を示し、検討対象区間での評価は 1万人程度の過大評価を含む可能性があると判断した。 

この増加は統計的に有意であると判断される２２)（図１６、表 1）。この値は地震津波による犠牲者約 1

万 5千人を含む。 

なお、長期にわたる少子高齢化の傾向は基盤となる直線的増加で代表されるものである。 

（２） 総死亡率 

図１６ は 1998年から 2017年まで（20年間）の全国、福島県、南相馬市の総死亡率の 

年次変化である２２，２３）（南相馬市は 2010年以降）。 

＜１＞福島県と全国の死亡率 

緑（■）の直線及び黒（●）の直線は 1998年から 2010 年までの年次変化を直線近似したもので、それ

ぞれ福島県、全国の近似直線である。近似直線は最小二乗法で求めた。 

 

 

 図１６ 全国（●黒色）、福島県（■緑色）、南相馬市

（◆赤色）の総死亡率 

 

福島県、全国の場合ともに、2010年以前の死亡率は図 15、

図 16 に示すように直線により概略近似できる。この近似直

線を少子高齢化の年次変移と見なした。 

少子高齢化の傾向が 2010 年以前の直線変化に現れている

とすると、福島県の 2011 年以降の死亡率は少子高齢化傾向を大幅に上回り、異常な増加率は全国の異常な

増加率を遙かに上回る。さらに南相馬市の 2015 年以降の福島県の 3 倍にも及ぶ異常増加は不気味である。

高汚染地域への「帰還」の影響が懸念される。 

福島県と全国の 2011 年以降の死亡率増加の内の異常値の予想からのずれを異常増加死者数として、その

異常増加数を表 1に示す。 

表 1 の「実際値」は厚労省人口動態調査の値、「推定値」は 1998 年～2010 年の直線近似式（少子高齢化

年次変移）を 2011年以降に外装した場合の予想値である。「異常増加量」は実際量と推定値の差。「95%信頼

区間」は標準偏差をσとして±2σの値を用いた。95％信頼区間の値は全て正であり、いずれも 2011年以降

の「異常増加」は有意であることを示す。 

表 1 福島県

と全国の 2011

年以降の死亡

者の異常増加

数。異常増加は

統計的に有意

に増加してい

ることが示さ

れる。 

 

2011 年～2017 年の 7 年間の異常増加死亡者数は福島県で 11207 人（９５％信頼区間 7714 人～14700 人）、

全国で 276,048人(95% 信頼区間は 164,991人～387,104人)である。 



この異常死亡増加数は、各種の死因が一斉に 2011年以降異常増加をするなどが小柴の集計２３）、日本にお

ける死産と周産期死亡、乳児死亡２５））、複雑心奇形２６）、停留精巣２７）などの先天的奇形等で示され、それら

がもたらされる共通の原因として強い蓋然性を持って「放射能被曝による」と推定される。2012年以降年々

の通常死亡率（2010 年以前の直線外挿値）からの異常増加は福島県で 3%程度、南相馬の 15 年以降は 10％

にも及ぶ。 

さらに 2011年の突出的死亡増を検討すると、福島県では地震津波関連死 1607 人、行方不明 207人 とさ

れている（警視庁資料）ところ、上記異常増加死者数は 4016 人と計算され、地震津波関連死のおよそ 2.5

倍の死亡者異常増が浮かび上がる。 

南相馬市立総合病院副院長の及川友好医師が 2013 年 5 月８日、衆議院の東日本大震災復興特別委員会に

参考人として出席し、原発事故後の患者の健康管理などについての現状報告の中で明らかにしたことは「ま

だ暫定的ではあるが、恐ろしいデータが出てきています」「われわれの地域での脳卒中発症率が 65歳以上で

約 1．4 倍、35 歳から 64 歳までの壮年期では 3．4 倍に上がっている」と公表した２８）。これは氷山の一角

とみられるがこのように急増した疾患の死者が上記異常増加死者数の内容となると推察される。 

山田耕作氏らによると２９）放出量はチェルノブイリの４．４倍程度と考えるのが妥当な量であるとされる。

健康影響が及ぶ範囲は従来のＩＣＲＰが主張していた「がん・白血病とごく少数の臓器機能不全」という過

小評価はもはや成り立たず、放射線の作り出す酸化ストレスによる機能不全が全身に及ぶ多量な疾病を誘

発し、放射線関連死は従来の概念をはるかに超えることなどが最近の病理学では明瞭になっている３０）。 

（３）南相馬市の死亡率 

南相馬市の死亡率は赤いプロット（◆）で示す。市の死亡者数を市の住民登録数で除して１０万人当たり

に基準化したものである。 

２０１４年までは福島県の死亡率とほぼ同じであるが、２０１５年で急増する。２０１５以降を２０１４

以前と比較すれば率にして１５％ほども増加している。 

南相馬市立総合病院院長及川友好氏は同病院ＨＰ３１）で「南相馬市の実人口は住民票数に関わらず２０１

１年には周辺への避難により１万人を切るまで減少」という趣旨を述べ、２０１３年５月８日の衆議院震災

復興特別委員会の参考人として「壮年層の脳卒中患者が震災前の３．４倍に増加」等と証言している２８）。 

 住民実人口はその後回復している。住民票の登録数は２０１１年の約７万人から２０１７年の約６万人

に漸減している。市民の自主的避難と平行して、南相馬市の居住制限区域及び避難指示解除準備区域は２０

１６年７月に解除され、現在は小高区を除いて避難指示などが解除されている。なお、避難指示が解除され

た区域のうちの１中学校と３小学校が放射能基準値をオーバーしているために近接地域の学校で授業を行

っている。 

市の死亡率は住民票を母数として算出されている。大多数の市民がいったんは避難し時間とともに帰還

してきたという事実から推定すると次の仮説が成り立つ。 

２０１１年から２０１４年まで、ほぼ死亡率が福島県のそれと同じなのは市の多数の人が避難して、より

放射能汚染の低い土地（福島県内のより汚染が低い場所あるいは他府県）で暮らしている条件下の人も含め

ている状況で、死亡率が福島全県とほぼ同率だった（２０１２年と２０１３年はむしろ福島県より若干低い

値を示している。２０１４年は福島県と同率。） 

２０１５年から急増して福島県の死亡率より高くなった原因は高汚染地域に大多数の市民が帰還したこ

とと放射性被曝とストレスの蓄積等による効果と推察される。高汚染地域への帰還の危険性を示すものと

理解する２４）。なお、南相馬市の 2015年以降の死亡率激増は、人口現象による見かけ上の減少ではないこと

が確認されている。 

避難者が、高汚染地域に帰還する危険性が強く懸念される。 

なお、原発事故直後に死亡率の異常増加が認められるのは、チェルノブイリ周辺国では観察されず３２）、



はじめにの（４）で述べたチェルノブイリと比較してチェルノブイリでは有りえなかった日本の特殊事情が

反映していると推察される。 
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13）https://news.whitefood.co.jp/news/foodmap/8295/ 

14）小野寺晶氏提供 
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